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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示パネル周囲の額縁領域に配される本体フレームと、前記画像表示パネルの輝度
や色度等の測定に用いられる光センサと、前記光センサに受光させるためのセンサユニッ
トと、前記センサユニットを移動させる駆動手段とを備え、前記センサユニットが第１の
回転動作をすることで前記画像表示パネルの表示画面上の測定領域に移動し、前記第１の
回転動作によって、前記第１の回転動作の方向と垂直な方向に第２の回転動作をすること
で前記画像表示パネルの表示画面に近接することを特徴とする光センサ装置。
【請求項２】
　画像表示パネル周囲の額縁領域に配される本体フレームと、前記画像表示パネルの輝度
や色度等の測定に用いられる光センサと、前記光センサに受光させるためのセンサユニッ
トと、前記センサユニットを移動させる駆動手段と、前記センサユニットをガイドするガ
イド部材とを備え、前記センサユニットと前記駆動手段とがシャフトを介して連結され、
前記センサユニットとガイド部材とには所定の隙間が設けられ、前記隙間の大きさによっ
て、第１の回転動作から第２の回転動作の動作切り替えのタイミングが設定されており、
前記シャフトが前記画像表示パネルの表示画面と平行に第１の回転動作をしてから、前記
第１の回転動作によって、前記表示画面と垂直に第２の回転動作をすることを特徴とする
光センサ装置。
【請求項３】
　前記シャフトと前記駆動手段とが複数のアームを介して連結されていることを特徴とす
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る請求項２記載の光センサ装置。
【請求項４】
　前記センサユニットに形成された第１の斜面と前記本体フレームに形成された第２の斜
面が向き合って摺動することで第２の回転動作をする構成となっている請求項１から３の
いずれか一項記載の光センサ装置。
【請求項５】
　前記光センサが前記センサユニットに内蔵されており、前記センサユニットが前記表示
画面と向き合う側には前記光センサに受光させるための採光窓が形成されているとともに
、当該採光窓を囲みつつ前記表示画面からの光が前記光センサに受光するように遮光部材
がその中央をくり抜いて形成されたクッション部材として配されており、測定時には前記
遮光部材が前記画像表示パネルの表示画面に当接しており、測定後は前記遮光部材が前記
表示画面から離れていくことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項記載の光センサ
装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の光センサ装置が画像表示パネル周囲のベゼルに
内蔵されている画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示パネルの輝度や色度等の測定を行う光センサ装置と、当該光センサ
装置を備えた画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像表示用の液晶モニターは、オフィスや家庭で使用されるのみならず、グラフィック
デザインや医療等の様々な専門的業務の現場でも使用されている。とりわけ、グラフィッ
クデザイン画像や医用診断画像の表示においては再現性の高い高精度の画像品位が要求さ
れることから、ハイエンドクラスの液晶モニターが使用されており、近年、このような液
晶モニターでは、液晶画面の輝度、色度、光量等の光学特性の測定を光センサで行い、得
られた測定データに基づいてキャリブレーション（校正）を行うことで、表示画像の再現
性を高める機種が市販されている。
【０００３】
　液晶モニターは、液晶表示パネル（Liquid Crystal Display Panel）と、その周囲を囲
うベゼルと、バックライトや各種電子回路などから構成される。光センサを用いて前記キ
ャリブレーション（校正）を行うセンサユニットを備えた液晶モニターが商品化されてい
る。
【０００４】
　特許文献１には、画像表示パネル周囲の額縁領域に配される本体フレーム１０２と、前
記画像表示パネルの輝度や色度等の測定に用いられる光センサと、前記光センサが内蔵さ
れたセンサユニット１１３と、センサユニット１１３をガイドするガイド部材と、センサ
ユニット１１３を測定位置まで移動させる駆動手段とを備え、前記センサユニット１１３
が、前記駆動手段によって押し出されて前記ガイド部材にガイドされながら前記画像表示
パネルの表示画面１０１に近接し、測定後、前記駆動手段によって引き戻されて前記フレ
ーム１０２に格納されることを特徴とする光センサ装置、が記載されている（図１０）。
【０００５】
　特許文献２には、被測定対象物周囲の額縁領域に配されるフレームと、被測定対象物か
らの物理量を測定するセンサが取り付けられたセンサユニットと、このセンサユニットを
直進移動させるためＸ方向に配されるガイド部材と、前記センサユニットを前記フレーム
内に戻すためにＹ方向に伸縮するばね部材と、前記センサユニットを前記フレーム内から
測定位置までＸ方向に直進移動させるためにＹ方向に伸縮するアクチュエータを備え、前
記フレームを正面側から見てＸ方向を左右方向としたとき、Ｙ方向が上下方向となる関係
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であり、前記アクチュエータへの通電によって前記アクチュエータを前記ばね部材の復元
力に抗して縮ませることによって、前記センサユニットを前記フレーム内から測定位置ま
でＸ方向に直進移動させることを特徴とするセンサユニット作動機構、が記載されている
。
【０００６】
　特許文献３には、グラフィックスプロセッサを備えたフラットディスプレイ装置におい
て、校正モードの際に、アナログ画像信号からの最高ビデオレベルに対応する画像信号に
よりパネル上に表示された白色画像の輝度がフラットディスプレイの観察者から見えない
領域内に配置されたセンサによって検知され、前記センサを休止位置から輝度を検知する
検知位置へとパネルにほぼ平行に回転させうる回転手段が設けられ、前記グラフィックス
プロセッサによる前記ゲインのステップ状変化によってもたらされる、検知された輝度の
変化に応じて、前記グラフィックスプロセッサによって前記ゲインが調節されることを特
徴とするフラットディスプレイ装置、が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４９５１７１１号公報
【特許文献２】特許第４８４６０５１号公報
【特許文献３】特許第４８０５８３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のとおり、グラフィックデザイン画像や医用診断画像等を表示するモニターにおい
ては、再現性の高い高精度の画像品位の要求に応えるために、キャリブレーション（校正
）の際に表示画面の輝度や色度等の光学特性を周囲の外光の影響を受け難い状態で光セン
サで正確に測定することが求められている。その一方で、モニターに対しては、表示され
る画像のサイズや見易さ等の機能性やデザイン性の要求も高く、ベゼルの幅や厚み等のサ
イズが、光センサユニットの形状によって制約を受けないようにしたいという要望がある
。そして、画像表示パネルの周辺よりも中央に近い位置のほうが表示画面の輝度や色度等
の光学特性を測定する測定領域としては好ましい。
【０００９】
　しかしながら、画像表示パネルの周辺よりも中央に近い位置を測定領域として表示画面
の輝度や色度等の光学特性を測定しようとすると、従来の光センサ装置では、その構造上
、装置が大きくなってしまい、液晶表示装置のデザイン性にも影響を及ぼす。つまり、特
許文献１と特許文献２記載の光センサ装置は、センサユニットを斜めに押し出す方式であ
るから、センサユニットのストロークを大きくしようとすると、当該センサユニットを格
納するベゼルの幅が大きくなってしまい、ベゼルの幅を小さくすることには限界がある。
特許文献３記載の光センサ装置は、センサユニットをパネルに対して平行に回転させる方
式であるから、当該センサユニットがパネルに接触しないようにするための隙間を確保し
なければならず、当該センサユニットを格納するベゼルの厚みが大きくなってしまう。そ
して、前記センサユニットとパネルとの間には常に隙間があり、この隙間から外光が入り
込む可能性がある。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、ベゼルの幅と厚みを小さくしてもセンサユニットをスムーズ
に出し入れできる光センサ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の光センサ装置は、画像表示パネル周囲の額縁領域に配される本体フレームと、
前記画像表示パネルの輝度や色度等の測定に用いられる光センサと、前記光センサに受光
させるためのセンサユニットと、前記センサユニットを移動させる駆動手段とを備え、前
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記センサユニットが複数の回転動作をすることで前記画像表示パネルの表示画面に近接す
ることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、従前の方式と比較してベゼルの幅と厚みを小さくしても前記センサユ
ニットをスムーズに出し入れできるようになる。
【００１３】
　本発明は、前記センサユニットが第１の回転動作をすることで測定領域に移動し前記第
１の回転動作の方向と垂直な方向に第２の回転動作をすることで前記表示画面に近接する
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、一種類の駆動手段によって前記センサユニットが複数の回転動作をす
ることが容易な構成となり、前記表示画面にスムーズに近接することとなる。
【００１５】
　本発明は、前記センサユニットと前記駆動手段とがシャフトを介して連結されており、
前記シャフトが前記表示画面と平行に第１の回転動作をしてから前記表示画面と垂直に第
２の回転動作をすることを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、前記シャフトが前記第１の回転動作をすることによって前記センサユ
ニットが画像表示装置のベゼルからスムーズに出て、前記シャフトが前記第２の回転動作
をすることによって前記センサユニットが前記表示画面にスムーズに近接することとなる
。
【００１７】
　本発明は、前記シャフトと前記駆動手段とが複数のアームを介して連結されていること
を特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、前記駆動手段によって前記センサユニットが前記複数の回転動作をす
ることが容易な構成となる。
【００１９】
　本発明は、前記センサユニットに形成された第１の斜面と前記本体フレームに形成され
た第２の斜面が向き合って摺動することを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、前記センサユニットが前記画像表示パネルの表示画面に近接する動作
をスムーズに行うことができる。
【００２１】
　前記第１の斜面と前記第２の斜面が向き合って摺動し始めるタイミングは、前記第１の
回転動作をし始めた時点からでもよいし、前記第１の回転動作をしている途中のタイミン
グでもよいし、前記第１の回転動作をし終わった時点としてもよい。
【００２２】
　本発明は、前記センサユニットが前記シャフトと共に前記画像表示パネルの表示画面と
略平行に前記第１の回転動作をして測定領域に近づいてから次に前記シャフトの軸周りに
前記第２の回転動作をして前記画像表示パネルの表示画面に近接する構成が好ましい。本
発明によれば、ベゼルの厚みを小さくした場合においても、前記センサユニットが前記画
像表示パネルの表示画面に近接する際に、前記画像表示パネル周囲のベゼルに前記センサ
ユニットが接触する虞がない。
【００２３】
　前記シャフトは、所定の保持部材によって回動自在に保持されることが好ましい。本発
明によれば、１種類の駆動手段によって前記センサユニットに前記複数方向の回転動作を
させることが容易な構成となる。本発明は、前記センサユニットに配された保持部材によ
って前記シャフトが回動自在に保持されている構成が好ましい。本発明によれば、ベゼル
の幅と厚みを小さくした場合においても、前記センサユニットに前記複数方向の回転動作
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をさせることが容易な構成となる。例えば、前記アームを樹脂成形品として前記シャフト
を圧入することで、前記本体フレームの構造を単純化できる。例えば、前記光センサのシ
ールドのための金属板をプレス成形して前記センサユニットに配して、その金属板の一部
に前記保持部材としての機能を持たせれば、前記センサユニットの構造を単純化できる。
　上記以外の構成としては、例えば、前記センサユニットが前記シャフト機能を有する構
造としてもよい。例えば、前記センサユニットのフレームと前記シャフトをインサート成
形することで、前記センサユニットと前記シャフトが一体に成形される構造となる。この
ような構造とすることで、部品点数の削減が図れる。
【００２４】
　前記回転動作をさせるための複数のアームは、互いに連結していることが好ましい。こ
れにより、前記センサユニットに前記複数方向の回転動作をさせることが容易な構成とな
る。本発明は、第１のアームと第２のアームが連結して前記複数のアームを構成し、前記
駆動手段によって前記第１のアームが動作することで前記第２のアームが動作して当該第
２のアームに固定された前記シャフトが動作することが好ましい。本発明によれば、１種
類の駆動手段によって前記センサユニットに前記複数方向の回転動作をさせることが容易
な構成となる。
【００２５】
　前記画像表示パネルとしては、液晶表示ディスプレイパネル、有機エレクトロルミネッ
センスディスプレイパネル、プラズマディスプレイパネル等が挙げられる。
【００２６】
　本発明は、前記光センサが前記センサユニットに内蔵されており、前記センサユニット
が前記表示画面と向き合う側には前記光センサに受光させるための採光窓が形成されてい
るとともに当該採光窓を囲みつつ前記表示画面からの光が前記光センサに受光するように
遮光部材が配されており、測定時には前記遮光部材が前記画像表示パネルの表示画面に当
接しており、測定後は前記遮光部材が前記表示画面から離れていくことを特徴とする。
【００２７】
　本発明によれば、測定するときには、周囲の外光の影響を受け難い状態で前記光センサ
が前記表示画面からの光を正確に測定することが容易となり、測定後には、前記画像表示
パネルに余計な外力を加えることなく前記センサユニットが前記表示画面から離れていく
こととなる。
【００２８】
　前記駆動手段としては、電気エネルギーを機械的な動力に変換して負荷を駆動するアク
チュエータが挙げられる。より具体的には、モータやソレノイドや、圧電素子や電歪素子
を利用したものや、形状記憶合金を利用したものが挙げられる。
【００２９】
　本発明は、前記センサユニットと前記ガイド部材がＸ方向に配されており、Ｙ方向に伸
縮する伸縮ばねと、Ｙ方向に伸縮するアクチュエータを備え、通電によって前記アクチュ
エータを前記伸縮ばねの復元力に抗して縮ませるか、又は、通電によって前記アクチュエ
ータが縮むことで前記伸縮ばねを作用させることによって、前記センサユニットをフレー
ム内から測定位置までＸ方向に移動させる構成とすることができる。本発明によれば、前
記アクチュエータがＹ方向に縮む力を利用して前記センサユニットがＸ方向に直進移動す
ることとなり、ストローク変位のロスが小さくセンサユニットがスムーズに出し入れされ
る構成となる。本明細書では、Ｘ方向とＹ方向との関係は、フレームを正面側から見てＸ
方向を上下方向としたとき、Ｙ方向が左右方向となる関係であるか、または、フレームを
正面側から見てＸ方向を左右方向としたとき、Ｙ方向が上下方向となる関係である。ここ
でＸ方向とは、例えばＹ方向が水平方向で角度が０度とした場合に、Ｘ方向の角度が４５
度から１３５度の範囲内となるか、又はＸ方向の角度が－４５度から－１３５度の範囲内
となる方向をＸ方向と定義している。また、例えばＹ方向が垂直方向で角度が９０度とし
た場合に、Ｘ方向の角度が－４５度から４５度の範囲内となるか、又はＸ方向の角度が－
１３５度から－２２５度の範囲内となる方向をＸ方向と定義している。
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【００３０】
　前記伸縮ばねとしては、引っ張りばね、押圧ばね等が挙げられ、コイル状、渦巻状、紐
状等がある。前記伸縮ばねとしては、コイル状の引っ張りばねが好ましい。コイル状の引
っ張りばねとすることで復元力のストロークを長く設定できるので、前記センサユニット
が移動するストロークを長くすることが容易である。
【００３１】
　前記アクチュエータは、通電によって前記ばね部材の復元力に抗して縮むアクチュエー
タであり、形状記憶合金製アクチュエータ、電歪アクチュエータ等が挙げられ、ワイヤ状
、板状、コイル状、渦巻状、円柱状、角柱状等がある。板状やワイヤ状のアクチュエータ
は、厚みが薄くて狭い場所でも配置の自由度が高い。前記通電は、通電対象となる前記ア
クチュエータの特性に応じて、直流電流を通電するか、交流電流を通電するかを適宜設定
する。
　本発明に係る駆動手段として前記アクチュエータを用いる場合は、通電による発熱で縮
む形状記憶合金製ワイヤであることが好ましい。
【００３２】
　前記形状記憶合金製ワイヤの材質としては、チタン－ニッケル合金や、鉄-マンガン-ケ
イ素合金等が挙げられる。前記形状記憶合金製ワイヤの形状としては、単線ワイヤ、撚り
線ワイヤ、コイル又はスプリング状に加工したワイヤ等が挙げられる。前記形状記憶合金
製ワイヤの線径が太くなるほど大きな縮み力を出せるが、通電電流も大きく、冷却時の反
応が鈍くなる。これとは反対に、前記形状記憶合金製ワイヤの線径が細くなるほど縮み力
が小さくなるが、通電電流が少なくて済み、応答速度も速くなる。前記形状記憶合金製ワ
イヤの線径は、例えば０．０５ｍｍから０．５ｍｍの範囲で設定される。動作中の画像表
示装置のモニター画面付近は、その温度が室温から５０℃付近まで上昇することがある。
したがって、前記形状記憶合金製ワイヤが温度による誤動作をしないようにするためには
、通電により発生させるジュール熱が前記モニター画面付近の温度よりも十分高い温度と
なる仕様の形状記憶合金製ワイヤを選定しなければならない。より具体的には、通電によ
る作動温度が６０℃以上の形状記憶合金製ワイヤを選定する必要があり、約７０℃の温度
で収縮し約６０℃の温度で伸張する形状記憶合金製ワイヤが実用的である。そして、その
動作原理に基づけば、前記形状記憶合金製ワイヤが伸張収縮する作動温度をより高い温度
とすることで、より高い再現性で安定した動作をさせることができることとなる。
【００３３】
　本発明に係る駆動手段としては、前記形状記憶合金製ワイヤを用いることに限られず、
直流モータやソレノイド等を用いても良い。例えば、ワイヤとプーリと直流モータ（又は
ソレノイド）を組み合わせることで、ワイヤをプーリで巻き付けてワイヤを見掛け上縮ま
せたり、ワイヤをプーリから引き出してワイヤを見掛け上伸ばしたりすれば、前記形状記
憶合金製ワイヤと同様の動きをさせることができる。
【００３４】
　本発明としては、例えば前記バランス部材として回動部材が前記フレームにその軸部が
連結されて配されるとともに、前記アクチュエータ（形状記憶合金製ワイヤ）の一端が前
記回動部材の端部に固定されており、引っ張ることで回動させる構成とすることができる
。この構成の場合は、前記センサによる測定の際には、通電によって前記回動部材を回動
させ、これにより前記センサユニットを測定位置まで移動させることになり、前記センサ
による測定の間は通電を停止することとなる。
【００３５】
　本発明は、前記アクチュエータを第１のアクチュエータとし、前記バランス部材（回動
部材）にその一端が固定されて、通電によって縮むことで前記バランス部材を逆方向に回
動開始させる第２のアクチュエータがＹ方向に配されており、前記第２のアクチュエータ
に通電せずに前記第１のアクチュエータへの通電によって前記センサユニットを前記フレ
ーム内から測定位置までＸ方向に直進移動させ、前記センサによる測定後、前記第１のア
クチュエータに通電せずに前記第２のアクチュエータへの通電によって前記センサユニッ
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トを前記測定位置から元の位置まで復帰させる構成とすることができる。本構成によれば
、第１のアクチュエータに通電することでセンサユニットを測定位置まで移動させること
ができ、これとは逆に、第２のアクチュエータに通電することでセンサユニットを元の位
置まで戻すことができる構成となる。また、これらの前記アクチュエータは、前記センサ
ユニットを移動させるときのみ通電状態となり、それ以外のとき、すなわち、前記センサ
ユニットを測定位置で保持する間や前記センサユニットがフレーム内に格納されている間
は、これらの前記アクチュエータは無通電状態であるから、省エネルギーで作動信頼性の
高い光センサ装置となる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明の光センサ装置によれば、前記センサユニットを前記複数方向の回転動作で前記
画像表示パネルの表示画面に近接させる方式であるから、従前の方式と比較してベゼルの
幅と厚みを小さくしても前記センサユニットをスムーズに出し入れできるようになる。本
発明によれば、前記第１の回転動作によって前記画像表示パネルの周辺よりも中央に近い
位置を前記センサの測定領域とすることが容易となり、かつ、前記第２の回転動作によっ
て前記センサが前記表示画面の輝度や色度等の光学特性を周囲の外光の影響を受け難い状
態で正確に測定することが容易な構成となる。本発明によれば、１種類の駆動手段によっ
て前記センサユニットに前記第１の回転動作及び前記第２の回転動作をさせることが容易
な構成となる。
【００３７】
　本発明によれば、画像表示装置に付設されたベゼルの幅と厚みを小さくしても、センサ
ユニットを容易に内蔵できるうえ、測定するときは、センサユニットがベゼルから測定領
域に出て、表示画面に近接して周囲の外光の影響を受け難い状態で光センサで正確に測定
し、測定後は、画像表示パネルに余計な外力を加えることなく表示画面から離れてベゼル
に格納される新規な画像表示装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明を適用した第１の実施形態の光センサ装置を備えている画像表示装置を例
示する斜視図であり、図１（ａ）はセンサユニットがベゼルから画面上に出た状態の図で
あり、図１（ｂ）はセンサユニットがベゼルに格納された状態の図である。
【図２】本発明を適用した実施形態の光センサ装置を示す構造図において、センサユニッ
トがベゼルに格納された状態の図であり、図２（ａ）は画面側（内部側）から見た背面図
であり、図２（ｂ）は側面図であり、図２（ｃ）はベゼル側（外部側）から見た正面図で
ある。
【図３】本発明を適用した実施形態の光センサ装置を示す構造図において、センサユニッ
トがベゼルから測定領域に出た状態の図であり、図３（ａ）は画面側（内部側）から見た
背面図であり、図３（ｂ）は側面図であり、図３（ｃ）はベゼル側（外部側）から見た正
面図である。
【図４】上記実施形態に係るセンサユニットにおいて、保持部材とシャフトとの関係を示
す図であり、図４（ａ）はシャフトを横から見たときの図であり、図４（ｂ）はシャフト
を上から見たときの図である。
【図５】上記実施形態に係るセンサユニットと画像表示パネルの表示画面との関係を模式
的に示す断面図であり、図５（ａ）はセンサユニットが第１の回転動作をしてベゼルから
出たときの状態図であり、図５（ｂ）はセンサユニットが第２の回転動作をして表示画面
に近接したときの状態図であり、図５（ｃ）はセンサユニットが第２の回転動作をして表
示画面から離れたときの状態図であり、図５（ｄ）はセンサユニットが第１の回転動作を
してベゼルに戻ったときの状態図である。
【図６】上記実施形態に係るセンサユニットがベゼルに内蔵されているときのアームの動
作を示す図であり、図６（ａ）は画面側（内部側）から見たときの図であり、図６（ｂ）
はベゼル側（外部側）から見たときの図である。
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【図７】上記実施形態に係るセンサユニットが第１の回転動作をしてベゼルから出たとき
のアームの動作を示す図であり、図７（ａ）は画面側（内部側）から見たときの図であり
、図７（ｂ）はベゼル側（外部側）から見たときの図である。
【図８】本発明を適用した第１の実施形態の光センサ装置の他の例を示す構造図であって
、センサユニットがベゼルに格納された状態の図であり、画面側（内部側）から見た背面
図である。
【図９】本発明を適用した第２の実施形態に係るセンサユニットと画像表示パネルの表示
画面との関係を模式的に示す断面図であり、図９（ａ）はセンサユニットが第１の回転動
作をしてベゼルから出たときの状態図であり、図９（ｂ）はセンサユニットが第２の回転
動作をして表示画面に近接したときの状態図であり、図９（ｃ）はセンサユニットが第２
の回転動作をして表示画面から離れたときの状態図であり、図９（ｄ）はセンサユニット
が第１の回転動作をしてベゼルに戻ったときの状態図である。
【図１０】画像表示装置における既知の光センサユニットの配置構成を例示する正面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、本発明を実施するための具体的な形態について図面を用いて説明する。
【００４０】
　本発明を適用した実施形態の光センサ装置１を備えた液晶表示装置１００を例示する斜
視図を図１に示す。本実施形態の光センサ装置１は、液晶表示装置（液晶モニター）１０
０のモニター画面（液晶表示パネル）１０１周囲に配されたベゼル２０に一体的に組み込
まれている。センサユニット３は、液晶表示パネルの表示画面１０１ａ上の輝度や色度等
の測定をする小型の板状（スティック状）のものである。本実施形態の光センサ装置１は
、所定時間毎に液晶表示パネル１０１のキャリブレーション（校正）を行うために、測定
の際にはセンサユニット３に対してベゼル２０内から符号４ａ方向に第１の回転動作をさ
せてベゼル２０から出させ、符号４ｂ方向に第２の回転動作をさせて液晶表示パネル１０
１上の測定位置に近接させて（図１（ａ））、センサユニット３の光センサで測定し、測
定後にはセンサユニット３を符号４ｃ方向に第２の回転動作をさせて液晶表示パネル１０
１上の測定位置から離れ、符合４ｄ方向に第１の回転動作をさせてベゼル２０内に格納す
る仕組みとなっている（図１（ｂ））。ここで、符号４ａ方向は、センサユニット３が第
１の回転動作をしながら液晶表示パネルと略平行に測定領域まで移動する方向であり、符
号４ｂ方向は、センサユニット３が第２の回転動作をしながら液晶表示パネルの表示画面
１０１ａに近接する方向であり、符号４ｃ方向は、センサユニット３が第２の回転動作を
しながら液晶表示パネルの表示画面１０１ａから離れる方向であり、符号４ｄ方向は、セ
ンサユニット３が第１の回転動作をしながら液晶表示パネルと略平行にベゼルまで移動す
る方向である。
【００４１】
　図１に示す例では、液晶表示パネル１０１が横長であり、ベゼル２０の中央上付近にセ
ンサユニット３が配されているが、これは一例であって、センサユニット３の取り付け位
置は、液晶表示パネル１０１の額縁領域であれば、液晶表示パネル１０１の周囲のいずれ
の位置でも構わない。また、本発明の光センサ装置１は、既存の画像表示装置に後付けす
ることも可能である。
【００４２】
（第１の実施形態）
　本発明を適用した第１の実施形態の光センサ装置１を例示する構造図を図２と図３に示
す。図２はセンサユニット３がベゼルに格納された状態の図であり、図２（ａ）は画面側
（内部側）から見た背面図であり、図２（ｂ）は側面図であり、図２（ｃ）はベゼル側（
外部側）から見た正面図である。図３はセンサユニット３がベゼルから測定領域に出た状
態の図であり、図３（ａ）は画面側（内部側）から見た背面図であり、図３（ｂ）は側面
図であり、図３（ｃ）はベゼル側（外部側）から見た正面図である。ここで、内部側から
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見た背面図とは、液晶表示パネルの表示画面１０１ａ側から利用者を見たときの図であり
、外部側から見た正面図とは利用者側から液晶表示パネルの表示画面１０１ａを見たとき
の図である。
【００４３】
　本実施形態の光センサ装置１は、画像表示パネル周囲の額縁領域に配される本体フレー
ム２と、前記画像表示パネルの輝度や色度等の測定に用いられる光センサ１０８と、光セ
ンサ１０８が内蔵されたセンサユニット３と、センサユニット３をガイドするガイド部材
２８と、センサユニット３を測定位置まで移動させる駆動手段とを備えている（図２、図
３）。本実施形態の光センサ装置１は、ベゼル２０に内蔵させるため、センサユニット３
は長四角形で板状となっており、本体フレーム２は長四角形状で板状となっている（図１
～図３）。そして、センサユニット３と本体フレーム２が、シャフト４を介して連結され
ている構成となっている（図２、図３）。なお、上記センサユニット３の形状は一例であ
り、デザイン性を考慮して任意の形状にデザイン変更可能である。上記の形状以外には、
例えば、センサユニット３の形状を、星形、多角形状、ハート形、円形とすることが可能
である。
【００４４】
　本実施形態では、本体フレーム２のセンサユニット側には、センサユニット３をガイド
するガイド部材２８が一体的に配されており、また、センサユニット３の本体フレーム側
には、ガイド部材２８に沿って摺動する摺動部材３８が一体的に配されている（図２、図
３）。センサユニット３の本体フレーム側は、摺動部材３８以外がガイド部材２８に接触
することがないように円弧状に切り欠いたような形状となっている。ガイド部材２８には
第１の斜面２８１が形成されており、摺動部材３８には第２の斜面３８１が形成されてお
り、これら第１の斜面２８１と第２の斜面３８１とが向き合って摺動する構成となってい
る（図２、図３、図５）。なお、上記センサユニット３の本体フレーム側の形状は一例で
あり、デザイン性を考慮して任意の形状にデザイン変更可能である。上記の形状以外には
、例えば、センサユニット３の本体フレーム側の形状を、三角形状、四角形状、多角形状
に切り欠いたような形状とすることが可能である。
【００４５】
　本実施形態では、摺動部材３８の第２の斜面３８１の反対側の面には板ばね１７が取り
付けられ、本体フレーム２と向かい合わせに配されている（図２、図３、図５）。板ばね
１７は、金属板をプレス加工して一体成形され、ネジ等の固定手段で固定されている。フ
レキシブルフラットケーブル１０９に板ばね１７が接触しないように配慮して、本実施形
態では、板ばね１７がセンサユニット３と一緒に動く構成となっている。本実施形態によ
れば、センサユニット３をベゼル２０に格納する動作のときに、板ばね１７が、センサユ
ニット３がベゼル２０に格納される状態まで回転を戻す働きをする。よって、センサユニ
ット３が安定に回転動作することとなる。なお、板ばね１７の配置構成は任意であり、例
えば、本体フレーム２に板ばね１７を取り付けて、摺動部材３８がガイド部材２８に接す
るように配する場合もある。上記の構成以外の構成としては、例えば、板ばね１７の代わ
りに皿ばね、捻りばね、コイルばねを用いることが可能であり、ゴム等の弾性部材を用い
ることも可能である。
【００４６】
　光センサ１０８は、液晶表示パネル１０１の輝度や色度等の測定に用いられ、図示しな
い基板に実装されて、センサユニット３に内蔵される（図２、図３、図５を参照）。そし
て、センサユニット３の後面から引き出されたフレキシブルフラットケーブル１０９を経
由して、液晶表示装置１００本体の制御基板（図示せず）とケーブル接続されている。パ
ーソナルコンピュータまたは液晶表示装置に内蔵のソフトウエアを起動すると、液晶表示
パネル１０１の輝度、色度、光量等の光学特性の測定を光センサユニット３に備わった光
センサ１０８で行い、得られた測定データに基づいてキャリブレーション（校正）が行な
われる仕組みとなっている。
【００４７】



(10) JP 6283555 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

　本実施形態では、光センサ１０８への外光の侵入を防ぐため、光センサ１０８の受光部
には、赤外線（Infrared Rays: IR）フィルタが予め備わっている。そして、センサユニ
ット３の表示画面１０１ａ側の面には、受光用の長方形状の窓穴が形成されている。本実
施形態では、センサユニット３の表示画面１０１ａ側の面には、板形状の遮光部材（クッ
ション部材）９が両面テープや接着剤等の接着手段で貼り付け固定されている（図２、図
３、図５）。ここでは、遮光部材９は長方形状であり、光センサ１０８を囲みつつ前記表
示画面１０１ａからの光が光センサ１０８に受光するようにその中央がくり抜かれた四角
形状の採光窓９８が形成されている。なお、採光窓９８は、丸窓としたり六角形や八角形
などの多角形状の窓としたりする場合もあり得る。
【００４８】
　本実施形態としては、センサユニット３における採光窓９８の配置は、第２の回転動作
が完了したときに、採光窓９８の窓面と画像表示パネルの表示画面１０１が平行な状態と
なるような位置に配置設計することがさらに好ましい。採光窓９８の窓面と画像表示パネ
ルの表示画面１０１とが平行かつ近接している状態が最も採光に適している状態であるか
らである。
【００４９】
　前記遮光部材９としては、紙、樹脂シート、植毛紙、植毛シート、フェルト、スポンジ
、ゴム、エラストマー等が挙げられる。本実施形態にかかる遮光部材９としては、特に、
植毛紙や植毛シートが好ましい。植毛紙や植毛シートは吸光能力に優れ、クッション性が
あり、摺動性もあるため、画像表示パネル１０１にかかる負荷を抑えつつ効果的に遮光す
ることができるからである。
【００５０】
　図４は、センサユニット３において、板金３１とシャフト４との関係を示す図である。
図４（ａ）はシャフト４を横から見たときの図であり、図４（ｂ）はシャフト４を上から
見たときの図である。シャフト４の先端側には外周溝４１が形成されている（図４（ａ）
（ｂ））。板金３１は、光センサ１０８のシールドのための金属板をプレス成形したもの
であり、部分的に折り曲げ加工した保持部材３２の切り欠きがシャフト４の外周溝４１に
摺動容易に嵌合することで、保持部材３２によってシャフト４１が回動自在に保持されて
いる（図４（ａ）（ｂ））。本実施形態によれば、シールド用の板金３１の一部に保持部
材３２としての機能を持たせることで、部品点数を削減し、センサユニット３の構造を単
純化できる。
【００５１】
　本実施形態では、初期状態ではセンサユニット３とガイド部材２８とには所定の隙間Ｓ
１が設けられている（図２（ａ）（ｃ））。当該隙間Ｓ１の大きさによって、第１の回転
動作から第２の回転動作の動作切り替えのタイミングが設定される。つまり、センサユニ
ット３がベゼル２０から出てから第２の回転動作をさせることで、第１の回転動作中のセ
ンサユニット３がベゼル２０に当接しないように配慮している。ここでは、センサユニッ
ト３が第１の回転動作を終えるタイミングで第２の回転動作をさせる設定としている。
【００５２】
　図２や図３等に示すように、本体フレーム２にはシャフト４を動作させるためのアーム
７が配されている。アーム７は、第１のアーム７１と第２のアーム７２が連結して構成さ
れている（図２、図３、図６、図７）。本実施形態では、第１の形状記憶合金製ワイヤ５
５１と、第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１とが駆動手段となっており、前記駆動手段に
よって第１のアーム７１が回動することで第２のアーム７２が回動して、当該第２のアー
ム７２に固定されたシャフト４が第１の回転動作をする構成となっている（図２、図３、
図６、図７）。アーム７の構造の詳細については後述する。
【００５３】
　図５は、センサユニット３と画像表示パネルの表示画面１０１との関係を模式的に示す
断面図である。図５（ａ）はセンサユニット３が符号４ａ方向に第１の回転動作をしてベ
ゼル２０から出たときの状態図であり、図５（ｂ）はセンサユニット３が符号４ｂ方向に
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第２の回転動作をして表示画面１０１に近接したときの状態図であり、図５（ｃ）はセン
サユニット３が符号４ｃ方向に第２の回転動作をして表示画面１０１から離れたときの状
態図であり、図５（ｄ）はセンサユニット３が符号４ｄ方向に第１の回転動作をしてベゼ
ル２０に戻ったときの状態図である。ここでは、説明の都合上、ベゼル３の表示画面１０
１ａ側（図５では右側）を前として、ベゼル３の表示画面１０１ａの反対側（図５では左
側）を後ろとして以下に説明する。
【００５４】
　本実施形態では、ガイド部材２８の前面には第１の斜面２８１が形成されており、摺動
部材３８の後面には第２の斜面３８１が形成されている（図５）。センサユニット３がベ
ゼル２０に格納されている初期状態では摺動部材３８とガイド部材２８とには所定の隙間
Ｓ１が設けられており（図２（ａ）と図５（ｄ）を参照）、アーム７によってシャフト４
が表示画面１０１ａと平行に第１の回転動作をし、シャフト４を介してセンサユニット３
が符号４ａ方向に第１の回転動作をしてベゼル２０から出る。ガイド部材２８にガイドさ
れるまでの間は、センサユニット３は表示画面１０１ａと略平行に第１の回転動作をする
（図５（ａ））。次に、摺動部材３８に形成された第１の斜面３８１とガイド部材２８に
形成された第２の斜面２８１とが向き合って摺動することでシャフト４が第１の回転動作
から表示画面１０１ａと垂直の第２の回転動作へ切り替わると同時に、センサユニット３
も第１の回転動作から第２の回転動作へ切り替わり、センサユニット３が符号４ｂ方向に
第２の回転動作をして表示画面１０１に近接する（図５（ｂ））。本実施形態では、前記
摺動動作の際、板ばね１７が第１の斜面２８１と第２の斜面３８１とを接しさせる働きを
する。そして、遮光部材９が表示画面１０１ａに所定の押圧力で当接し、ほぼ密接した状
態となり（図５（ｂ））、優れた遮光効果を得ながら、前記画像表示パネル１０１の駆動
発熱による位置変動にも追従して、光センサ１０８によって各種光学特性を測定する。そ
して、光センサ１０８による測定後は、第１の斜面３８１と第２の斜面２８１とが向き合
って摺動することで符号４ｃ方向に第２の回転動作をして表示画面１０１ａから離れる（
図５（ｃ））。次に、センサユニット３が符号４ｄ方向に第１の回転動作をしてベゼル２
０に格納される（図５（ｄ））。このとき、板ばね１７がセンサユニット３がベゼル２０
に格納される状態まで回転を戻す働きをする。よって、センサユニット３が安定に回転動
作することとなる。
【００５５】
　図６は、本実施形態に係るセンサユニット３がベゼル２０に内蔵されているときのアー
ム７の動作を示す図である。図６（ａ）は画面側（内部側）から見たときの図であり、図
６（ｂ）はベゼル側（外部側）から見たときの図である。図７は、本実施形態に係るセン
サユニット３が第１の回転動作をしてベゼル２０から出たときのアーム７の動作を示す図
である。図７（ａ）は画面側（内部側）から見たときの図であり、図７（ｂ）はベゼル側
（外部側）から見たときの図である。
【００５６】
　本実施形態では、第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１と第２の形状記憶合金製ワイヤ５
６１が駆動手段となっており、１種類の前記駆動手段によって第１のアーム７１が回動す
ることで第２のアーム７２が回動して当該第２のアーム７２に固定されたシャフト４が第
１の回転動作をする構成となっている（図２、図３、図６、図７）。ここでは、第１の形
状記憶合金製ワイヤ５５１と第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１とは同じ材質で同じ径の
ワイヤであり、固定ネジ５６９にて固定され、電極ワイヤ５７１と電気接続されている（
図６（ｂ）、図７（ｂ））。第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１と第２の形状記憶合金製
ワイヤ５６１を１本のワイヤとして、固定ネジ５６９にて折り返して固定する構造として
もよい。図２（ａ）と図３（ａ）に示す符号５５，５６，５７は直流電圧を印加するため
の電極端子である。
【００５７】
　本実施形態では、本体ユニット２の側面（図２（ｂ）、図３（ｂ）を参照）には、四角
形状の溝２２（窪みでもよい）が形成されている。この溝２２は可動ストロークを幅いっ
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ぱいに使うための逃げ穴の役割をしている。第２のアーム７２は、平座金７２８とねじ７
２９によって本体フレーム２に取り付けられており（図２（ｃ）、図３（ｃ））、ねじ７
２９を回転軸（回動中心）として回動自在に支持されている（図６（ａ）と図７（ａ）を
参照）。また、第１のアーム７１は、平座金７１８とねじ７１９によって本体フレーム２
に取り付けられており、ねじ７１９は平座金７１８を固定し、第１のアーム７１が抜けな
いようにしている（図２（ｃ）、図３（ｃ）を参照）。そして、第１のアーム７１は、そ
の本体に一体成形された回転軸（回動中心）によって回動自在に支持されている（図６（
ａ）と図７（ａ）を参照）。
【００５８】
　本実施形態では、第１のアーム７１と第２のアーム７２とは、スライダ７３によって互
いに連結されており、互いの動作が連動するように連結されている（図６（ａ）（ｂ）、
図７（ａ）（ｂ））。第１のアーム７１の後端側には第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１
、第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１及びフレキシブルワイヤ５７１が配されており、第
１のアーム７１の先端側にはスライダ７３の後端側が取り付けられている。スライダ７３
のスライド部材７５と第１のアーム７１の先端側とは引張りばね７４を介して連結されて
いる。第２のアーム７２の先端側にはシャフト４が固定されており、第２のアーム７２の
後端側には円弧状のスライド溝７２１が形成されている。そして、スライド部材７５のス
ライドピン７５１が、第２のアーム７２のスライド溝７２１に摺動容易に取り付けられて
いる（図６（ａ）（ｂ）、図７（ａ）（ｂ））。スライド溝７２１は、その真ん中を頂点
としており、当該頂点をスライドピン７５１が超えた時点で第２のアーム７２が作動する
。本実施形態によれば、第１のアーム７１が動作するとスライドピン７５１が動作し、ス
ライドピン７５１が動作すると第２のアーム７２が遅れて動作する関係で互いに連結され
ており、この一組の形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１と第１のアーム７１とスライダ
７３と第２のアーム７２とシャフト４とセンサユニット３との組み合わせによって、第２
の形状記憶合金製ワイヤ５６１が縮むことで、センサユニット３が符号４ａ方向に第１の
回転動作をして（図５（ａ））、符号４ｂ方向に第２の回転動作をすることで斜めに前進
して表示画面１０１ａに向かい、遮光部材９が表示画面１０１ａに当接する（図５（ｂ）
）。ここで、第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１は、図６（ａ）に対して図７（ａ）では
左右方向に縮んでいる。測定後は、第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１が縮むことで、セ
ンサユニット３が符号４ｃ方向に第２の回転動作をすることで斜めに後退して表示画面１
０１ａから離れ（図５（ｃ））、符号４ｄ方向に第１の回転動作をしてベゼル２０に格納
される（図５（ｄ））。ここで、第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１は、図６（ａ）に対
して図７（ａ）では左右方向に縮んでいる。なお、上記円弧状のスライド溝７２１は一例
であって、例えば、前記スライド溝形状を、真ん中を頂点とした左右対称の直線で結ばれ
ている形状としてもよい。
【００５９】
　ここでは、スライダ７３の本体フレームは、金属製の板状部材をプレス成形したもので
ある。スライダ７３の本体フレームにプラスチック製のスライド部材７５が挿通され、所
定範囲内で左右に動く構成となっている（図６（ａ）（ｂ）、図７（ａ）（ｂ））。また
、スライダ７３の本体フレームにプラスチック製の第１のアーム７１が挿通され、所定範
囲内で左右に動く構成となっている。そして、プラスチック製の第２のアーム７２の長溝
７２１にリンクピン７５１が挿通されて所定範囲内でシャフト４が第１の回転動作をする
構成となっている（図６（ａ）（ｂ）、図７（ａ）（ｂ））。
【００６０】
　図６（ｂ）と図７（ｂ）は、第１のアーム７１と第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１と
第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１との配置構成を例示している。第１と第２の形状記憶
合金製ワイヤ５５１，５６１の一端がいずれもネジ５６９にてネジ固定され電気接続され
ている。実際上は、一本の形状記憶合金製ワイヤをその中間地点でネジ５６９にてネジ固
定し電気接続して機能的に第１と第２の形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１とすれば、
組み付け作業が簡易で合理的である。そして、ネジ５６９の下側付近にフレキシブルワイ
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ヤ５７１を電気接続して通電する構成としている。形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１
及びフレキシブルワイヤ５７１の固定に関しては、しっかり固定でき、かつ、確実な電気
接続ができる方法であればその接続方法は問わず、半田付け、ロウ付け、ネジ固定、カシ
メ、押圧接触固定等の方法が適用される。
【００６１】
　本実施形態の形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１には極性がないことから、形状記憶
合金製ワイヤ５５１とフレキシブルワイヤ５７１とで印加する直流電圧の向きは形状記憶
合金製ワイヤ５５１側がプラスでも、フレキシブルワイヤ５７１側がプラスでも動作する
。同様に、形状記憶合金製ワイヤ５６１とフレキシブルワイヤ５７１とで印加する直流電
圧の向きは形状記憶合金製ワイヤ５６１側がプラスでも、フレキシブルワイヤ５７１側が
プラスでも動作する。
【００６２】
　所定のスイッチ（スイッチＡとする）をオンにして第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１
を通電すると、形状記憶合金製ワイヤ５６１が伸縮ばね７４の引っ張り力に抗して縮んで
、上述のようにセンサユニット３が符号４ａ方向に第１の回転動作をし符号４ｂ方向に第
２の回転動作をして、モニター画面１０１の輝度や色度等を光センサ４１が測定可能な状
態となる（図５（ｂ））。センサユニット３が測定位置に到達した時点で前記スイッチＡ
はオフになり、第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１は、放熱によって冷却され元の長さに
戻る。
【００６３】
　モニター画面１０１の輝度や色度等が光センサ４１によって測定された後、所定のスイ
ッチ（スイッチＢとする）をオンにして第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１を通電すると
、形状記憶合金製ワイヤ５５１が伸縮ばね７４の引っ張り力に抗して縮んで、上述のよう
にセンサユニット３が符号４ｃ方向に第２の回転動作をし符号４ｄ方向に第１の回転動作
をして、ベゼル２０に格納される（図５（ｄ））。センサユニット３が格納された時点で
、前記スイッチＢはオフになっており、第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１は、放熱によ
って冷却され元の長さに戻る。
【００６４】
　本実施形態によれば、形状記憶合金製ワイヤ（第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１や第
２の形状記憶合金製ワイヤ５６１）がセンサユニット３を直接駆動しない方式であるから
、これら前記形状記憶合金製ワイヤはモニター画面１０１からの放熱の影響を受けたとし
ても、前記形状記憶合金製ワイヤ５５１、５６１がある程度縮むまでは、上述のようにス
ライド部材７５のリンクピン７５１が第２のアーム７２の円弧状の長溝７２１の中央を境
に、一方の側から他方の側まで移動せず、それまでは、センサユニット３が移動を開始し
ない構成であるため、熱によって引き起こされるセンサユニット３の誤作動が生じ難いよ
うに配慮した機構となっている。つまり、実際の液晶モニター１においては、モニター画
面１０１付近は、その温度が室温から５０℃付近まで上昇することがあり、前記形状記憶
合金製ワイヤ（第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１や第２の形状記憶合金製ワイヤ５６１
）が熱の影響を受け易くなってしまうことから、通電停止後も短時間ではすんなりと伸び
ない場合が想定されるが、本実施形態では、高温時には通電する側の形状記憶合金製ワイ
ヤの収縮力で、反対側の伸び切っていない形状記憶合金製ワイヤごと強引に引っ張って、
第１のアーム７１を回動させることとなり、安定した動作となる。そして、本実施形態で
は、通電により発生させるジュール熱が前記モニター画面１０１付近の温度よりも十分高
い温度となる形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１を選定しており、具体的には、約７０
℃の温度で収縮し約６０℃の温度で伸張する形状記憶合金製ワイヤが用いられる。また、
伸縮ばね７４はひとつのばねであるからその引っ張り力に抗して余裕を持って縮む径の形
状記憶合金製ワイヤを選定することは比較的容易である。例えば、線径が０．２５ｍｍ程
度の形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１が用いられる。さらに付け加えるならば、セン
サユニット３を測定位置で保持する間や、センサユニット３を元の位置に戻したときは、
これら形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１は無通電状態となることから、省エネルギー
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で作動信頼性の高い光センサ装置１といえる。
【００６５】
　図８は、本発明を適用した第１の実施形態の光センサ装置の他の例を示す構造図であっ
て、センサユニット３がベゼルに格納された状態の図であり、画面側（内部側）から見た
背面図である。図８に示す例では、ガイド部材２８と摺動部材３８との隙間Ｓ１をその間
隔を広げることで、第１の回転動作のスイング領域をより大きくしている。また、図８に
示す例では、第１の形状記憶合金製ワイヤ５５１の長さを第２の形状記憶合金製ワイヤ５
６１よりも長くしている。本実施形態では、形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１のネジ
による固定位置同士を近づけることで、経験上、断線し難い配置構成としている。
【００６６】
（第２の実施形態）
　図９は、本発明を適用した第２の実施形態に係るセンサユニットと画像表示パネルの表
示画面との関係を模式的に示す断面図であり、図９（ａ）はセンサユニットが第１の回転
動作をしてベゼルから出たときの状態図であり、図９（ｂ）はセンサユニットが第２の回
転動作をして表示画面に近接したときの状態図であり、図９（ｃ）はセンサユニットが第
２の回転動作をして表示画面から離れたときの状態図であり、図９（ｄ）はセンサユニッ
トが第１の回転動作をしてベゼルに戻ったときの状態図である。ここで、同一の符号は同
じ機能を示しており、その説明を適宜省略する。
【００６７】
　本実施形態では、センサユニット３の採光窓９８に光ファイバー４０１の一端が嵌め合
わさっており、センサユニット３に内蔵されている光センサ１０８に光ファイバー４０１
の他端が接している（図９（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ））。光センサ１０８は採光窓９８と
は対向しておらず、例えば、センサユニット３の本体ユニット２に近い側に内蔵される。
本実施形態によれば、光ファイバー４０１のフレキシブル性を利用して光センサ１０８と
採光窓９８との位置をずらしているので、採光窓９８からの漏れ光が光センサ１０８に入
り難い構成となる。
　そして本実施形態では、センサユニット３における採光窓９８の配置は、第２の回転動
作が完了したときに、採光窓９８の窓面と画像表示パネルの表示画面１０１が平行な状態
となるような位置に配置設計している（図９（ｂ）を参照）。
【００６８】
　以上、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではない。例えば、前記アクチ
ュエータ５５１，５６１は、通電によって前記ばね部材の復元力に抗して縮むアクチュエ
ータであれば、ワイヤ状に限られず、板状、コイル状、渦巻状、円柱状、角柱状等でも適
用可能である。さらに、本発明に係る駆動手段としては、前記形状記憶合金製ワイヤ５５
１，５６１を用いることに限られず、小型モータやソレノイド等を用いても良い。例えば
、ワイヤとプーリとモータ（又はソレノイド）を組み合わせることで、ワイヤをプーリで
巻き付けてワイヤを見掛け上縮ませたり、ワイヤをプーリから引き出してワイヤを見掛け
上伸ばしたりすれば、前記形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６１と同様の動きをさせるこ
とができる。アーム７の代わりにスクリューネジ機構を付けて当該スクリューネジをワイ
ヤで引っ張ることで複数方向の回転動作をさせることも可能である。
【００６９】
　また、上述した実施の形態では、光センサ１０８がセンサユニット３に内蔵されている
場合で説明したが、これに限定されるものではなく、前記光センサが前記本体フレームに
内蔵されている場合もあり得る。この場合は、例えば、透明樹脂製やガラス製の光ファイ
バー又はライトガイドの一端を前記採光窓に差し込むなどし、かつ、前記光ファイバー又
はライトガイドの他端を前記光センサに接しさせて前記採光窓からの光を間接的に検出す
る構成となる。
【００７０】
　センサユニット３の配置等は任意に設計変更可能であり、複数のセンサユニット３を配
置することも可能である。前記アクチュエータとして形状記憶合金製ワイヤ５５１，５６
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１を用いる場合には、直流電流を通電しても良いし、交流電流を通電しても良い。本発明
の光センサ装置１は、モニターを組み立てる際に組み込んでもよく、モニターを組み立て
た後に組み付けても良い。本発明によれば、モニター画面が大きくなった場合にも、シャ
フト４の長さを長くするだけで、センサユニット３がモニター画面中央を容易に測定でき
るという大きな特徴がある。本発明は、液晶、有機ＥＬ、プラズマ等の各種画像表示モニ
ターに適用可能であり、これ以外にも、被測定対象物周囲の額縁領域に配されるベゼル２
０と、被測定対象物からの物理量を測定する光センサ１０８を有するセンサユニット３と
から構成されていれば、各種物理量の測定に応用可能である。このように、本発明は、そ
の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７１】
１　　　　　　　　　光センサ装置、
２　　　　　　　　　本体フレーム、
３　　　　　　　　　センサユニット、
４　　　　　　　　　制御軸（シャフト）、
４ａ，４ｂ　　　　　第１の回転動作方向、
４ｂ、４ｃ　　　　　第２の回転動作方向、
７　　　　　　　　　アーム、
７１　　　　　　　　第１のアーム、
７２　　　　　　　　第２のアーム、
７３　　　　　　　　スライダ、
７４　　　　　　　　伸縮ばね、
９　　　　　　　　　遮光部材、
１７　　　　　　　　板ばね、
２０　　　　　　　　ベゼル、
２８　　　　　　　　ガイド部材、
３８　　　　　　　　摺動部材、
９８　　　　　　　　採光窓、
１００　　　　　　　画像表示装置（液晶表示装置）、
１０１　　　　　　　画像表示パネル（液晶画面）、
１０８　　　　　　　光センサ、
２８１，３８１　　　斜面、
５５１、５６１　　　アクチュエータ（形状記憶合金製ワイヤ）、
７２９　　　　　　　制御軸４と直交する回転軸
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